
平成２９年４月
スタート

松阪市総合事業の
概要について
平成29年1月16日（月）19：00～
農業屋コミュニティ文化センター
新総合事業にかかる事業所説明会で用いた資料
※本資料のほか、市ＨＰ掲載の別資料を用いて説明会を実施



◆説明内容 19:00～
１．総合事業の利用の流れについて

２．要支援の方と事業対象者について

３．松阪市の提供サービスについて

４．事業所の手続き（請求、指定等）

◆質疑応答 20:15～



松阪市の人口、高齢者人口、要介護認定者

総人口 167,443人 （ －1,239  人）

高齢者人口 46,160人 （ ＋ 803 人）

高齢化率 27.6 ％ （ ＋ 0.7   ％）

要介護認定者数 10,128人 （ ＋142人）

平成２８年１月１日現在（昨年比）

約１０年後（２０２５年）の予測

3

総人口 155,235人（ － 約12,000人）

高齢者人口 48,665人（ ＋ 約2,500人）

高齢化率 31.3 ％ （ ＋ 3.7％）



松阪市 要介護認定率
２１．５％
（平成２６年４月）



要介護認定者のうち、
要支援の人は
何人いるの？

平成２８年４月１日現在

要介護認定者数 10,166人（認定率２１．９％）

要支援１・２合わせて、 2,158人

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

925 1,233 2,042 2,077 1,628 1,263 998



★要支援の方が利用された介護サービス（訪問と通所）と
利用人数（H27年9月実績）

実人数 掃除 買い物 調理 洗濯
身体
介護

布団
干し

ゴミ
出し

薬の受
け取り

見守り等

２６７人 ２３０ １１１ ７９ ２９ ２０ １９ １３ ９ ５０

（％） ８６．１ ４１．６ ２９．６ １０．９ ７．５ ７．１ ４．９ ３．４ １８．７

１）訪問介護（ヘルパーサービス）の内容（重複あり）

２）通所介護（デイサービス）の内容（重複あり）

実人数 リハビリ 交流目的 入浴目的
その他
（口腔・認知等）

５７３人 ４３１ ４２８ １０６ ４０

（％） ７５．２ ７４．７ １８．５ ７．０



平成12年スタート、介護保険法

少子高齢化の進展で、介護や生活支援が必要な

独居高齢者や高齢二人世帯の方々が増加。

みんなが安心して暮らせるように、介護サービスは重度の要
介護者へのサービスに比重を置き、要支援者や予防について
は、従来の介護サービスだけでなく、多様な担い手による
サービスも含めて考え、新たな仕組みをつくっていきます。

平成27年 介護保険法改正
新しい総合事業の取り組みへ

➡ 松阪市はH29 年度から開始



①介護予防の集いの場の応援
②生活を支援する仕組みづくり



集いの場づくり運営の相
談支援、開設の補助や運
営補助を行っています

①集いの場への参加
足腰が弱くなって、家に閉じこもりがち、体操や運
動をして元気を保つため健康づくりをしたい。

②集いの場づくり
地元で高齢者の集まる機会を作りたい。
立ち上げるためには、どうしたらいい？

③ボランティア参加
宅老所やサロン（介護予防の集いの場）で、
ボランティアをしたいけど、どうすれば良いかわか
らない。

地域包括支援センターで
開催する様々な介護予防
の教室や、お近くの宅老
所等を紹介！

現在、宅老所やサロ
ン、住民主体で行っ
ている
自主グループなどが、
市内に200ヶ所以上
あります。

★住民主体の通所型
サービスBの委託
（週1回開催、
運営費1回2500円）
★新規立ち上げ時の
改修等の補助
（上限20万円）
★内容企画への
人的支援

地域包括支援センターで、
介護予防いきいきサポー
ターなど、ボランティア
研修を実施しています。
地域デビューのきっかけ
にしてみませんか。

介護予防の集いの場の応援と、生活を支援する仕組みづくり

④地域で助け合えること
１人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方
たちが安心できるサービス

配食サービスやゴミ出しなどの
家庭生活のちょっとした
見守りの仕組みづくり



総合事業実施のスケジュール



総合事業の利用の流れについて



基本チェックリスト
（元気はつらつチェック
シート）による事業対象者

運動機能 ３/５

認知機能 １/３

口腔機能 ２/３

低栄養状態 ２/２

うつ傾向 ２/５

25項目

１から20の内
10／20

閉じこもり №16



確認票による振り分け
（介護認定申請か、
チェックシートによる
事業対象者の該当か）

★本人の状態やサービス希望内容

がん末期？・寝たきり？・認知機能の低
下？・自分一人で歩行可能？・意思疎通
に問題あり？・利用したいサービスが確
実にある？

等、10項目を確認

氏名・住所・生年月日など

困りごとや申請の理由

本人の状態やサービス
希望の内容をチェック

チェックシート申請手続き あるいは

新規は包括支援セ
ンターか市調査員が
行います



被保険者証、負担割合証
事業対象者と印字

認定年月日を有効期間開始日とする

事業対象者は、有効期
間が印字されません、
有効期間は2年間、
日にちの考え方は
介護保険と同じ

★事業対象者の場合、契約締結後、ケアマネジメント届出書を高齢者支援課へ提出いただくと、
被保険者証と負担割合証を発行し、ご本人へ郵送します。資格者証は発行しません。



総合事業の内容について その１
（

項目 サービス種別
新総合事業サービス
（移行後のサービス）

旧サービス
との関係

実施主体等
実施方
法

一
．
（訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

①訪問介護員等によるサービス
（旧介護予防訪問介護相当）

介護予防訪問介護
（身体介護を含むもの）

継続 指定介護保険事業所 指定

②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

掃除、買物等の生活援助
（身体介護を含まないもの）

※今後、募集
新規 指定介護保険事業所

指定
（委託）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

家事支援ボランティア
※今後、募集

新規 主に住民 委託

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

実施予定なし ― ― ―

⑤訪問型Ｄ
（移送支援）

未定 ― ― ―



二
．
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

①通所介護事業者の従事者による
サービス
（旧介護予防通所介護相当）

介護予防通所介護 継続 指定介護保険事業所 指定

②通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

ミニデイサービス
（食事、運動、レクリエー

ション）
改変 指定介護保険事業所 指定

③通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

サロン・宅老所
（体操・運動・食事等）

※募集中
新規 住民 委託

④通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

未定 ― ― ―

項目 サービス種別
新総合事業サービス（移

行後のサービス）
旧サービスと
の関係

実施主体等 実施方法

総合事業の内容について その２



三
．
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

①配食サービス
（栄養改善を目的とした配食や一人暮
らし高齢者に対する見守りとともに行
う配食など）

高齢者配食サービス 継続
社会福祉協議会ほ

か
委託

②定期的な安否確認及び緊急時の対
応（見守り）

検討中 ― ― ―

③訪問型サービス及び通所型サービ
スの一体的提供等

実施予定なし ― ― ―

項目 サービス種別
新総合事業サービス
（移行後のサービス）

旧サービスとの
関係

実施主体等
実施方
法

四．一般介護予防事業 （地域包括支援センターや市主催の各種介護予防教室）

総合事業の内容について その３



総合事業利用のメリット
 保険料滞納等による給付制限について

➡松阪市では、総合事業で給付制限は行なわない。

 サービス利用料について

➡従来の月額報酬に加え、１回あたり単価も可能に

（同月に現行相当と緩和型サービスを組み合わせる場合、利用回数が少ない場合）

 利用料（自己負担額）について

 ➡現行相当サービスは１～２割。緩和型サービスは1割

 要支援認定の有効期間について ➡29年4月以降は最長２年間。

チェックリスト判定による事業対象者の有効期間について

➡有効期間という考え方はない。松阪市では２年間とする。



利用者により更新等の期間のとらえ方が異なります



訪問型サービスの報酬単価と利用料

報酬
または単
価

30分以内 160単位/回（1単位10円）
30分超 240単位/回（1単位10円）

※要支援２相当の場合
※30分以内、30分超については、サービス提供の

1日の所用時間（合算）で判断する。

（1時間あたり）
市負担 700円
利用者 200円
合 計 900円

利用料 報酬の1割 1時間200円

請求 国保連請求（サービスコード：A３) 市へ直接請求

訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）



通所型サービスの報酬単価と利用料

報酬
または
単価

利用1回（2時間以上）
送迎無：260単位/回、有：310単位
利用1回（5時間以上）
送迎無：280単位/回、有：330単位
利用回数
要支援２：週2回程度
要支援１、事業対象者：週1回程度

開設費補助：上限20万円
（消耗品は、内10万円）
運営費：開催1回2,500円

（年額上限36万）
条件：週1回以上開催し、介護予防運動
を30分以上行い、1回に参加5人以上、
かつ要支援者等を半数以上含むこと

利用料 利用料 報酬の1割 基本的に実費のみ

請求 国保連請求（サービスコード：A7) 市へ直接請求

通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

通所型サービスＢ
（住民主体による支援）



事業所の指定の手続き
 総合事業の「予防・生活サービス事業」の事業者は市が指定

 指定基準 ①事故発生時の対応

 ②従事者または従事者であったものによる秘密保持

 ③従事者の清潔保持と健康管理の管理

 ④廃止・休止の届け出と便宜の提供

 ※緩和型サービスを実施される場合の運営規定（人員・ルール）

 指定の有効期間 予防給付と同様で６年

 施行時の経過措置 みなし指定の事業者は、H30年4月以降、

各市町への更新申請が必要


